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○
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年
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十
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定
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(
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政
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訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
長
期
総
合
計
画
策
定
連
絡
会
議
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
長
期
総
合
計
画
策
定
連
絡
会
議
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
長
期
総
合
計
画
策
定
連
絡
会
議
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
十
八
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。
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十
六
年
二
月
九
日
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県
知
事
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青
森
県
告
示
第
六
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
法
成
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

脊
戸

淳

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
西
金
崎
一
〇
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
五
三
六
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
、
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
一
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
九
日
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名

称

所

在

地

蟹
田
町
国
民
健
康
保
険
蟹
田
病
院

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
蟹
田
字
下
蟹
田
四
二

の
一

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･

�･

��

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

六
ケ
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
追
舘
六
六

番
地
一

中

岫

昌

三

平
成
十
六
年
二

月
九
日
か
ら
同

月
二
十
三
日
ま

で

六
ケ
所
村
漁

業
協
同
組
合

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
追
舘
一
一

一
番
地

高

松

政

二

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
追
舘
二
番

地
一

中

岫

武

満
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
冨
士
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

冨
士
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
中
山
ノ
井
一
九
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
五
〇
六
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

成
美
工
業

二

氏
名

成
田

清
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
稲
垣
村
大
字
福
富
字
笹
崎
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
四
二
八
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
舗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
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正

誤

林

政

課
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平
成
��

･

��･

��

第
二
二
四
〇
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

区

分

第
六
六
三
号

第
六
六
〇
号

番

号

� �

ペ
ー
ジ

下 上 段

� �� �
行

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千

三
百
号

大
字
石
崎
字
長
屋
形
一
の
一
・
一
の
八

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
崎
字
長
屋
形
一
の
一
・
一
の
八

誤

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千

百
号

大
字
石
崎
字
長
屋
形
一
の
一
・
一
の
一
八

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
石
崎
字
長
屋
形
一
の
一
・
一
の
一
八

正

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


